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協議会の検討内容について皆様のご意見をお聞かせ
ください。下の「ハガキアンケート調査票」にご記
入いただき、ご返送ください。

アンケートへのご協力よろしくお願いします。

（切り取り線）

(

切
り
取
り
線)

（切り取り線）でハガキを
切り取り、郵便ポストへ
投函してください
※切手は不要です

若宮地区防災まちづくり協議会の
検討内容に関するハガキアンケート調査票

問1 若宮地区の防災まちづくりの目標について、
ご意見・ご感想等がありましたら、ご自由に
お書きださい。

ご協力ありがとうございました

問2 若宮地区の建物の取組案について、ご意見・
ご感想等がありましたら、ご自由にお書きく
ださい。

若宮地区の建物に関する取組案について

 老朽化した建物の建替・除却を進める

 耐震・耐火性能の強化を進める

 建物を燃えにくくする

 延焼しにくくする

 良好な街並みを維持する

 住環境を悪化させる建物を建てさせない

⑤敷地面積の最低限度の制限
⑥建築物等の形態・色彩・
意匠の制限

①区の各種助成のＰＲ
②新たな防火規制の指定

②新たな防火規制の指定
③隣地境界線からの壁面の
位置の制限

④開口部の制限

①区の各種助成のＰＲ
（裏面コラムに掲載）

⑦建築物等の用途の制限

目標 方向性

具体的な取組案の概要（抜粋）

③隣地境界線からの壁面の位置の制限②新たな防火規制の指定

 東京都が条例に基づき、災害時の危険性の
高い地域等に指定し、建築物の耐火性能を
強化する規制です。

 新たな防火規制が指定されると、建物の建
て替えの際には、原則として全ての建物が
準耐火建築物又は耐火建築物となります。

 ⺠法第234条により建物を建築する際は、原則として敷地
境界線から50cm以上離すこととされています。ただし、
隣同士で承諾すれば必ずしもその必要はありません。

 地区計画で隣地境界線からの壁面の位置の制限を定める
と、必ず守らなければならないルールとなります。

第４回協議会で意見交換した内容について委員からあげられた意見の抜粋を紹介します。

 地震で壊れにくい

まちにする

 火災が燃え広がら

ないまちにする

 避難や消防活動

がしやすいまち

にする

 安心して快適に

暮らせるまちに

する

具体的な取組案

主な意見

＜隣地境界線からの壁面の位置の制限に対する意見＞

・地区計画で定めることで、隣地境界線からの壁面の位置が必ず守られる

ようにした方がよいのではないか

・複数の建売住宅が建てられる際に、隣棟間隔を空けていないことがある

・面積が小さい敷地については、制限を設けることが難しいのではないか

ピンク色の部分が隣地境界線からの
壁面の位置の制限のイメージを示します

＜新たな防火規制に対する意見＞
・若宮地区は火災の危険性が高い地域なので、新た
な防火規制を指定した方が良いのではないか

・若宮地区で新たに広場や公園を作るのは難しいと
思うので、火災の危険性を下げるためには、燃え
にくい建物を増やすことが重要

 制限を設けるメリットは、「日照・通風を確保できる」
「火災時に隣に火が燃え移りにくくなる」「建物のメン
テナンスがしやすくなる」などがあります。

④開口部の制限

⑤敷地面積の最低限度の制限

⑥建築物等の形態・色彩・意匠の制限

⑦建築物等の用途の制限

建物の開口部（窓など）は、火災の際に弱点となり
ます。隣接する建物の開口部が接近していると、
火災が延焼しやすくなる可能性があります。

建物が接近している場合には開口部を設けない、あ
るいは開口部を対面させないルールを検討してみる
ことも考えられます。

 ゆとりある良好な住環境を保持するため、建築物を
建てる場合に最低限必要とされる敷地の面積です。

 敷地面積の最低限度を定めると、指定の時点ですで
に最低限度よりも小さい敷地についてはその敷地の
ままで建て替えることが可能ですが、新たに最低限
度よりも小さい敷地に分割して建物を建てることが
できなくなります。

 なお、若宮地区の住居系の用途地域では、既に敷地
面積の最低限度が「60㎡」と定められています。

 地区計画では、建築物や工作物の色彩やデザインに
ついてのルールを定めることができます。

 例えば、調和した街並みを目指すために、「建物の
外壁等の色彩は原色を避け、周辺環境に配慮したも
のとする」ことを定めることなどが考えられます。

 建築できる建物の用途は、指定されている用途地域
の種類に応じて制限されています。地区計画では、
さらに特定の用途を制限をすることなどができます。

 地区内の近隣商業地域と準工業地域を対象に、カラ
オケボックス、パチンコ屋、ゲームセンター、ナイ
トクラブ等の立地を制限することが考えられます。

防災まちづくりの目標と建物に関する方向性・取組案

ハガキアンケートを実施します

隣
地
境
界
線

準防火地域(現在の防火規制)

新たな防火規制

＜敷地面積の最低限度の制限に対する意見＞
・若宮地区ではまとまった面積の敷地を分割して、住宅
を4〜5軒建てるようなことが一般的に行われているの
で、今以上に敷地面積の最低限度を制限するのは難し
いのではないか。

Webからもアンケート
に回答いただけます。

アクセスはこちらから
令和４年６月30日（木）

回答期限

返送方法


